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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のタイル（１００）であって、前記複数のタイルの各々は、順番に、
　光透過性正面層（１０２）と、
　少なくとも１つの正面電極と、
　前記タイル（１００）の色を変化させることが可能な電気光学層（１０４）と、
　複数の背面電極と
　を備え、前記正面層（１０２）の露出表面は、前記複数のタイルの各々の少なくとも１
つの縁に沿って複数の面を提供するようにテクスチャ加工され、前記複数の面は、前記複
数のタイル（１００）の各々の平面に対して複数の傾きを有し、前記複数の背面電極の各
々は、前記正面層のそれぞれの面の背後に位置付けられており、
　前記複数のタイルのうちの第１のタイルが前記複数のタイルのうちの第２のタイルと接
触して配置されるときに、前記第１のタイルの複数の面のうちの少なくとも１つが、前記
第２のタイルの複数の面のうちの少なくとも１つと組み合わせて、前記第１のタイルと前
記第２のタイルとの間の結合部において単一ユニットとして切り替わる複合面を形成する
、複数のタイル。
【請求項２】
　前記面の大部分は、前記電気光学層の平面と平行にない、請求項１に記載の複数のタイ
ル。
【請求項３】
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　前記面のうちの少なくとも１つは、外向きに凹状である、請求項１に記載の複数のタイ
ル。
【請求項４】
　前記面の大部分は、４～８つの頂点を有する不規則多角形の形態である、請求項１に記
載の複数のタイル。
【請求項５】
　前記複数のタイルの各々は、バックプレーンを備え、前記バックプレーンは、前記複数
の背面電極を備え、前記複数の背面電極の各々は、前記正面層の面のうちの１つと実質的
に整合される、請求項１に記載の複数のタイル。
【請求項６】
　前記複数のタイルの各々は、バックプレーンを備え、前記バックプレーンは、複数の行
および複数の列で配列される電極のマトリクスを有するアクティブマトリクスバックプレ
ーンである、請求項１に記載の複数のタイル。
【請求項７】
　前記アクティブマトリクスバックプレーンは、フロントプレーンの単一面内にあるバッ
クプレーン電極の実質的に全てが同一電位に維持されるように配列されるコントローラを
具備する、請求項６に記載の複数のタイル。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気光学ディスプレイの用途に関する。より具体的には、本発明は、電気光
学ディスプレイ、特に、排他的ではないが、建築、家具類、および類似用途における粒子
ベースの電気泳動ディスプレイの使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　用語「電気光学」は、材料またはディスプレイに適用されるように、画像化技術分野に
おけるその従来的な意味で使用され、少なくとも１つの光学特性が異なる第１および第２
の表示状態を有する材料であって、材料への電場の印加によって、その第１からその第２
の表示状態に変化される、材料を指すために、本明細書で使用される。光学特性は、典型
的には、ヒトの眼に知覚可能な色であるが、光学透過率、反射率、ルミネッセンス、また
は機械読取のために意図されるディスプレイの場合、可視範囲外の電磁波長の反射の変化
の意味における擬似色等の別の光学特性であってもよい。
【０００３】
　用語「グレー状態」は、画像化技術分野におけるその従来的な意味で使用され、２つの
極端なピクセルの光学的状態の中間の状態を指し、必ずしも黒と白とのこれらの２つの極
端な状態の間の遷移を意味するわけではない。例えば、下記に参照されるいくつかの電気
泳動インクに関する特許および公開された出願は、極端な状態が白および濃青であり、中
間のグレー状態が実際には薄青になる電気泳動ディスプレイを説明している。実際、すで
に述べたように、光学的状態の変化は、色の変化では全くない場合もある。用語「黒」お
よび「白」は、ディスプレイの２つの極端な光学的状態を指すように以下で使用される場
合があり、例えば、前述の白および濃青状態等の厳密には黒および白ではない極端な光学
的状態を通常含むものとして理解されるべきである。用語「単色」は、以降、介在グレー
状態を伴わず、ピクセルをその２つの極端な光学状態のみに駆動させる、駆動スキームを
指すために使用され得る。
【０００４】
　いくつかの電気光学材料は、材料が固体外部表面を有するという意味において固体であ
るが、材料は、多くの場合、内部液体または気体充填空間を有してもよい。固体電気光学
材料を使用する、そのようなディスプレイは、以降、便宜上、「固体電気光学ディスプレ
イ」と称され得る。したがって、用語「固体電気光学ディスプレイ」は、回転二色部材デ
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ィスプレイ、カプセル化された電気泳動ディスプレイ、マイクロセル電気泳動ディスプレ
イ、およびカプセル化された液晶ディスプレイを含む。
【０００５】
　用語「双安定」および「双安定性」は、当技術分野におけるそれらの従来の意味で、少
なくとも１つの光学特性が異なる第１および第２の表示状態を有する表示要素を備えるデ
ィスプレイであって、第１または第２の表示状態のうちのいずれか一方を呈するように、
有限持続時間のアドレス指定パルスを用いて、所与の要素が駆動されてから、アドレス指
定パルスが終了した後に、表示要素の状態を変化させるために必要とされるアドレス指定
パルスの最小持続時間の少なくとも数倍、例えば、少なくとも４倍、その状態が続くよう
なディスプレイを指すために、本明細書で使用される。米国特許第７，１７０，６７０号
では、グレースケール対応のいくつかの粒子ベースの電気泳動ディスプレイが、その極端
な黒および白状態においてだけではなく、また、その中間グレー状態においても、安定し
ており、同じことは、いくつかの他のタイプの電気光学ディスプレイにも当てはまること
が示されている。本タイプのディスプレイは、適切には、双安定性ではなく、「多安定性
」と呼ばれるが、便宜上、用語「双安定性」が、本明細書では、双安定性および多安定性
ディスプレイの両方を網羅するために使用され得る。
【０００６】
　いくつかのタイプの電気光学ディスプレイが、公知である。１つのタイプの電気光学デ
ィスプレイは、例えば、米国特許第５，８０８，７８３号、第５，７７７，７８２号、第
５，７６０，７６１号、第６，０５４，０７１号、６，０５５，０９１号、第６，０９７
，５３１号、第６，１２８，１２４号、第６，１３７，４６７号、および第６，１４７，
７９１号に説明されるような回転二色部材タイプである（本タイプのディスプレイは、多
くの場合、「回転二色ボール」ディスプレイと称されるが、前述の特許のうちのいくつか
では、回転部材が球状ではないため、用語「回転二色部材」の方がより正確なものとして
好ましい）。そのようなディスプレイは、異なる光学特性を伴う２つまたはそれを上回る
区分と、内部双極子とを有する、多数の小さい本体（典型的には、球状または円筒形）を
使用する。これらの本体は、マトリクス内に液体が充填された空胞の中に懸濁され、空胞
は、本体が自由に回転するように、液体で充填されている。ディスプレイの外観は、そこ
に電場を印加し、したがって、本体を種々の位置に回転させ、視認表面を通して見られる
本体の区分を変動させることによって、変更される。本タイプの電気光学媒体は、典型的
には、双安定性である。
【０００７】
　別のタイプの電気光学ディスプレイは、エレクトロクロミック媒体、例えば、少なくと
も部分的に半導体金属酸化物から形成される電極と、電極に付着して色の変化を反転可能
な複数の染色分子とを含む、ナノクロミックフィルムの形態におけるエレクトロクロミッ
ク媒体を使用する。例えば、Ｏ’Ｒｅｇａｎ，　Ｂ．，　ｅｔ　ａｌ，　Ｎａｔｕｒｅ１
９９１，３５３，７３７，およびＷｏｏｄ，　Ｄ．，　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｄｉｓ
ｐｌａｙ，１８（３），２４（２００２年３月）を参照されたい。また、Ｂａｃｈ，　Ｕ
．，　ｅｔａｌ，　Ａｄｖ．　Ｍａｔｅｒ．，２００２，１４（１１），８４５も参照さ
れたい。本タイプのナノクロミックフィルムはまた、例えば、米国特許第６，３０１，０
３８号、第６，８７０，６５７号、および第６，９５０，２２０号にも説明されている。
本タイプの媒体もまた、典型的には、双安定性である。
【０００８】
　別のタイプの電気光学ディスプレイは、Ｐｈｉｌｉｐｓによって開発され、Ｈａｙｅｓ
，　Ｒ．Ａ．，　ｅｔ　ａｌ，「Ｖｉｄｅｏ－Ｓｐｅｅｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐａ
ｐｅｒ　Ｂａｓｅｄ　ｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｗｅｔｔｉｎｇ」，Ｎａｔｕｒｅ，４２５，
３８３－３８５（２００３）に説明されている、エレクトロウェッティングディスプレイ
である。米国特許第７，４２０，５４９号には、そのようなエレクトロウェッティングデ
ィスプレイが双安定性となり得ることが示されている。
【０００９】
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　長年にわたり研究および開発の関心の対象である、あるタイプの電気光学ディスプレイ
は、粒子ベースの電気泳動ディスプレイであって、複数の帯電粒子が、電場の影響下で流
体を通って移動する。電気泳動ディスプレイは、液晶ディスプレイと比較したときに、良
好な輝度および対比、広視野角、状態双安定、ならびに低電力消費の属性を有することが
できる。それにもかかわらず、これらのディスプレイの長期の画像品質に伴う問題は、そ
の広範な利用を妨げている。例えば、電気泳動ディスプレイを構成する粒子は、沈降する
傾向があり、これらのディスプレイの不十分な使用可能寿命をもたらす。
【００１０】
　上述のように、電気泳動媒体は、流体の存在を必要とする。殆どの先行技術の電気泳動
媒体では、この流体は、液体であるが、電気泳動媒体は、ガス状流体を使用して生成され
得る（例えば、Ｋｉｔａｍｕｒａ，　Ｔ．，　ｅｔ　ａｌ．　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ｔ
ｏｎｅｒ　ｍｏｖｅｍｅｎｔ　ｆｏｒ　ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　ｐａｐｅｒ－ｌｉｋｅ　
ｄｉｓｐｌａｙ，　ＩＤＷ　Ｊａｐａｎ，２００１，Ｐａｐｅｒ　ＨＣＳ１－１、および
Ｙａｍａｇｕｃｈｉ，　Ｙ．，　ｅｔ　ａｌ．，Ｔｏｎｅｒ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｕｓｉｎ
ｇ　ｉｎｓｕｌａｔｉｖｅ　ｐａｒｔｉｃｌｅｓ　ｃｈａｒｇｅｄ　ｔｒｉｂｏｅｌｅｃ
ｔｒｉｃａｉｌｙ，ＩＤＷ　Ｊａｐａｎ，２００１，Ｐａｐｅｒ　ＡＭＤ４－４を参照）
。同様に、米国特許第７，３２１，４５９号および第７，２３６，２９１号も参照された
い。そのようなガスベース電気泳動媒体は、例えば、媒体が垂直プレーンに配置される看
板等、媒体がそのような沈降を可能にする配向で使用されるときに、粒子沈降のために液
体ベース電気泳動媒体と同じ種類の問題の影響を受けやすいと考えられる。実際、粒子沈
降は、電気泳動粒子のより高速の沈降を可能にする流体の粘度と比較して、ガス状懸濁流
体のより低い粘度のため、液体ベース電気泳動媒体よりもガスベース電気泳動媒体におい
て深刻な問題であると考えられる。
【００１１】
　Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（Ｍ
ＩＴ）およびＥ　Ｉｎｋ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎに譲渡された、またはそれらの名義の
多数の特許および出願は、カプセル化された電気泳動および他の電気光学媒体に使用され
る種々の技術を説明している。そのようなカプセル化された媒体は、多数の小型カプセル
を含み、そのそれぞれはそれ自体、電気泳動により移動可能な粒子を流体媒体中に含有す
る内相と、内相を包囲するカプセル壁とを含む。典型的には、カプセルはそれ自体が、ポ
リマー接着剤内に保持され、２つの電極間に位置付けられる密着した層を形成する。これ
らの特許および出願に説明される技術としては、以下が挙げられる。
（ａ）電気泳動粒子、流体、および流体添加物
【化１】

（ｂ）カプセル、結合剤、およびカプセル化プロセス
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（ｃ）電気光学材料を含有するフィルムおよびサブアセンブリ
【化３】

（ｄ）バックプレーン、接着剤層、および他の補助層、ならびにディスプレイに使用され
る方法
【化４－１】
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（ｅ）色形成および色調節
【化５】

（ｆ）ディスプレイを駆動するための方法
【化６－１】
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【化６－２】

（ｇ）ディスプレイの適用
【化７】

（ｈ）非電気泳動ディスプレイ

【化８】

【００１２】
　前述の特許および出願の多くは、カプセル化電気泳動媒体内の離散マイクロカプセルを
囲繞する壁が、連続相と置換され得、したがって、いわゆる高分子分散電気泳動ディスプ
レイを生成し、その中で、電気泳動媒体が、電気泳動流体の複数の離散液滴と、高分子材
料の連続相とを備え、そのような高分子分散電気泳動ディスプレイ内の電気泳動流体の離
散液滴が、離散カプセル膜が各個々の液滴と関連付けられない場合でも、カプセルまたは
マイクロカプセルと見なされ得ることを認識する。例えば、前述の米国特許第６，８６６
，７６０号を参照されたい。故に、本願の目的のために、そのような高分子分散電気泳動
媒体は、カプセル化電気泳動媒体の亜種と見なされる。
【００１３】
　関連タイプの電気泳動ディスプレイは、いわゆる「マイクロセル電気泳動ディスプレイ
」である。マイクロセル電気泳動ディスプレイでは、帯電粒子および流体は、マイクロカ
プセル内にカプセル化されないが、代わりに、担体媒体、典型的には、高分子フィルム内
に形成される、複数の空洞内に留保される。例えば、米国特許第６，６７２，９２１号お
よび第６，７８８，４４９号を参照されたい（両方とも、Ｓｉｐｉｘ　Ｉｍａｇｉｎｇ，
　Ｉｎｃに譲渡されている）。
【００１４】
　多くの場合、電気泳動媒体は不透明であり（例えば、多くの電気泳動媒体では、粒子は
、ディスプレイを通る可視光の透過を実質的に遮断するため）、反射モードで動作するが
、多くの電気泳動ディスプレイは、１つのディスプレイ状態が実質的に不透明であり、１
つは、光透過性である、いわゆる「遮蔽」モードで動作するように作製され得る。例えば
、米国特許第５，８７２，５５２号、第６，１３０，７７４号、第６，１４４，３６１号
、第６，１７２，７９８号、第６，２７１，８２３号、第６，２２５，９７１号、および
第６，１８４，８５６号を参照されたい。誘電泳動ディスプレイは、電気泳動ディスプレ
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イと類似するが、電場強度の変動に依存し、類似のモードで動作し得る。米国特許第４，
４１８，３４６号を参照されたい。他の種類の電気光学ディスプレイもまた、遮蔽モード
で動作することが可能なことがある。遮蔽モードで動作する電気光学媒体は、フルカラー
ディスプレイ用の多層構造で使用されることができ、そのような構造では、ディスプレイ
の画面に隣接する少なくとも１つの層は、遮蔽モードで動作して、画面からより遠くにあ
る第２の層を露出させるか、または隠す。
【００１５】
　カプセル化された電気泳動ディスプレイは、典型的には、従来的な電気泳動機器のクラ
スタ化および沈降故障モードに悩まされることがなく、多様な柔軟性および剛性基材上に
ディスプレイを印刷またはコーティングする能力等のさらなる利点を提供する。（印刷と
いう語の使用は、全ての形態の印刷およびコーティングを含むことが意図され、限定では
ないが、前計量コーティング、例えば、パッチダイコーティング、スロットまたは押出コ
ーティング、スライドまたはカスケードコーティング、カーテンコーティング等、ロール
コーティング、例えば、ナイフオーバーロールコーティング、フォワードおよびリバース
ロールコーティング等、グラビアコーティング、浸漬コーティング、吹き付けコーティン
グ、メニスカスコーティング、スピンコーティング、ブラシコーティング、エアナイフコ
ーティング、シルクスクリーン印刷プロセス、静電気印刷プロセス、熱印刷プロセス、イ
ンクジェット印刷プロセス、電気泳動析出（米国特許第７，３３９，７１５号を参照）、
ならびに他の同様の技術が挙げられる。）したがって、得られるディスプレイは、柔軟性
であり得る。さらに、ディスプレイ媒体は（種々の方法を使用して）印刷され得るため、
ディスプレイ自体は、安価に作製され得る。
【００１６】
　他のタイプの電気光学材料もまた、本発明で使用されてもよい。
【００１７】
　電気光学ディスプレイは、通常、電気光学材料の層と、電気光学材料の両側に配置され
る、少なくとも２つの他の層（これらの２つの層のうちの１つは、電極層である）とを備
える。大部分のそのようなディスプレイでは、両層が、電極層であって、電極層の一方ま
たは両方が、ディスプレイのピクセルを画定するようにパターン化される。例えば、一方
の電極層は、伸長行電極に、他方は、行電極に対して直角に延設される、伸長列電極にパ
ターン化されてもよく、ピクセルは、行および列電極の交差によって、画定される。代替
として、かつより一般的には、一方の電極層は、単一連続電極の形態を有し、他方の電極
層は、ピクセル電極の行列にパターン化され、そのそれぞれが、ディスプレイの１ピクセ
ルを画定する。ディスプレイと別個のスタイラス、印字ヘッド、または類似可動電極との
併用が意図される、別のタイプの電気光学ディスプレイでは、電気光学層に隣接する層の
うちの１つのみ、電極を備え、電気光学層の反対側の層は、典型的には、可動電極が、電
気光学層に損傷を及ぼすのを防止することが意図される、保護層である。
【００１８】
　３層電気光学ディスプレイの製造は、通常、少なくとも１つの積層動作を伴う。例えば
、前述のＭＩＴおよびＥＩｎｋ特許および出願のうちのいくつかでは、バインダ内にカプ
セルを備える、カプセル化電気泳動媒体が、基板にしっかりと接着される、電気泳動媒体
の凝集層を形成するように乾燥される、プラスチックフィルム、カプセル／バインダコー
ティング上に、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）または類似伝導性コーティング（最終ディ
スプレイの一方の電極として作用する）を備える、可撓性基板上にコーティングされる、
カプセル化電気光学ディスプレイを製造するためのプロセスが、説明されている。別個に
、ピクセル電極のアレイおよび導体の適切な配設を含有し、ピクセル電極を駆動回路に接
続する、バックプレーンが、調製される。最終ディスプレイを形成するために、その上に
カプセル／バインダ層を有する基板が、積層接着剤を使用して、バックプレーンに積層さ
れる。（非常に類似するプロセスを使用して、バックプレーンを、スタイラスまたは他の
可動電極が摺動することができる、プラスチックフィルム等の単純保護層と置換すること
によって、スタイラスまたは類似可動電極と併用可能である、電気光学ディスプレイを調
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製することができる。）一好ましい形態のそのようなプロセスでは、バックプレーン自体
が、可撓性であって、プラスチックフィルムまたは他の可撓性基板上にピクセル電極およ
び導体を印刷することによって、調製される。本プロセスによるディスプレイの大量生産
のための明白な積層技法は、積層接着剤を使用する、ロール積層である。類似製造技法は
、他のタイプの電気光学ディスプレイと併用することができる。例えば、マイクロセル電
気泳動媒体または回転二色部材媒体は、カプセル化電気泳動媒体と実質的に同様に、バッ
クプレーンに積層されてもよい。
【００１９】
　前述の米国特許第６，９８２、１７８号（第３欄第６３行目から第５欄第４６行目参照
）に論じられるように、固体電気光学ディスプレイにおいて使用される構成要素およびそ
のようなディスプレイを製造するために使用される方法の多くは、液晶ディスプレイ（Ｌ
ＣＤ）（当然ながら、電気光学ディスプレイもであるが、固体媒体ではなく、液体を使用
する）において使用される技術からの派生である。例えば、固体電気光学ディスプレイは
、トランジスタまたはダイオードのアレイおよびピクセル電極の対応するアレイを備える
、アクティブマトリクスバックプレーンと、透明基板上の「連続」正面電極（複数のピク
セル、かつ典型的には、ディスプレイ全体にわたって延在する、電極の意味において）と
を利用してもよく、これらの構成要素は、本質的に、ＬＣＤにおけるものと同一である。
しかしながら、ＬＣＤを組み立てるために使用される方法は、固体電気光学ディスプレイ
と併用することができない。ＬＣＤは、通常、別個のガラス基板上に、バックプレーンお
よび正面電極を形成し、次いで、それらの間に小開口を残して、これらの構成要素をとも
に接着固着し、得られたアセンブリを真空下に置き、液晶が、バックプレーンと正面電極
との間の開口を通して流動するように、アセンブリを液晶浴に浸漬させることによって、
組み立てられる。最後に、液晶を定位置に収まると、開口が、密閉され、最終ディスプレ
イをもたらす。
【００２０】
　本ＬＣＤアセンブリプロセスは、固体電気光学ディスプレイに容易に移行することがで
きない。電気光学材料は、固体であるため、これらの２つの完全体が、相互に固着される
前に、バックプレーンと正面電極との間に存在しなければならない。さらに、いずれにも
取着されることなく、正面電極とバックプレーンとの間に単純に留置される、液晶材料と
は対照的に、固体電気光学媒体は、通常、両方に固着される必要がある。殆どの場合、固
体電気光学媒体は、概して、回路含有バックプレーン上に本媒体を形成する方が容易であ
るため、正面電極上に形成され、次いで、正面電極／電気光学層の組み合わせは、典型的
には、接着剤によって、電気光学媒体の表面全体を被覆し、熱、圧力、および可能性とし
て真空下において、積層することによって、バックプレーンに積層される。故に、電気光
学ディスプレイの最終積層のための大部分の先行技術方法は、本質的に、（典型的には）
電気光学媒体、積層接着剤、およびバックプレーンが、最終組み立て直前に、ともにまと
められる、バッチ方法であって、大量生産により適応された方法を提供することが望まし
い。
【００２１】
　電気光学ディスプレイは、多くの場合、コストがかかる。例えば、ポータブルコンピュ
ータに見出されるカラーＬＣＤのコストは、典型的には、コンピュータのコスト全体の実
質的割合を占める。電気光学ディスプレイの使用が、ポータブルコンピュータより遥かに
安価な携帯電話および携帯端末（ＰＤＡ）等のデバイスにも広がるのに伴って、そのよう
なディスプレイのコスト削減に大きな圧力がかかっている。前述のように、可撓性基板上
での印刷技法による、いくつかの固体電気光学媒体の層を形成する能力は、コーティング
された紙、高分子フィルム、および類似媒体の生産のために使用される市販の機器を使用
する、ロールツーロールコーティング等の大量生産技法を使用することによって、ディス
プレイの電気光学構成要素のコストを削減する可能性を広げる。
【００２２】
　前述の米国特許第６，９８２，１７８号は、大量生成に非常に適した固体電気光学ディ
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スプレイ（カプセル化された電気泳動ディスプレイを含む）を組み立てる方法を説明して
いる。本質的に、この特許は、光透過性導電性層、導電性層と電気接点を有する固体電気
光学媒体の層、接着剤層、および剥離シートを順に備える、いわゆるフロントプレーンラ
ミネート（ＦＰＬ）を説明している。典型的には、光透過性導電性層は、光透過性基材上
に担持され、好ましくは、基材が永久的な変形を伴わずに、（例えば）直径１０インチ（
２５４ｍｍ）のドラムの周囲に手で巻き付けられ得るという意味で柔軟性である。この出
願および本明細書において、光透過性という用語は、そのように指定される層が、その層
を通して見ている観察者が、電気光学媒体のディスプレイ状態の変化を観察することを可
能にするために十分な光を透過させ、通常、導電性層および隣接する基材（存在する場合
）を通して見られることを意味するように使用され、電気光学媒体ディスプレイが非可視
波長における反射率において変化する場合、光透過性という用語は、当然ながら、関連す
る非可視波長の透過に関して解釈されるべきである。基板は、典型的には、ポリマーフィ
ルムであって、通常、約１～約２５ミル（２５～６３４μｍ）、好ましくは、約２～約１
０ミル（５１～２５４μｍ）の範囲内の厚さを有するであろう。導電性層は、便宜上、例
えば、アルミニウムもしくはＩＴＯの薄金属または金属酸化物層である、または伝導性ポ
リマーであってもよい。アルミニウムまたはＩＴＯでコーティングされたポリ（エチレン
テレフタレート）（ＰＥＴ）フィルムは、例えば、Ｅ．Ｉ．　ｄｕ　Ｐｏｎｔ　ｄｅ　Ｎ
ｅｍｏｕｒｓ　＆　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ　ＤＥ）からのアルミ被覆Ｍ
ｙｌａｒ（Ｍｙｌａｒは、登録商標である）として商業上利用可能であって、そのような
商業上の材料は、フロントプレーンラミネートにおける良好な結果と併用され得る。
【００２３】
　前述の米国特許第６，９８２，１７８号はまた、フロントプレーン積層体のディスプレ
イ内への組み込みに先立って、フロントプレーン積層体内の電気光学媒体を試験するため
の方法を説明する。本試験方法では、剥離シートは、導電層を具備し、電気光学媒体の光
学状態を変化させるために十分な電圧が、本導電層と電気光学媒体の反対側の導電層との
間に印加される。次いで、電気光学媒体の観察によって、媒体内のいかなる瑕疵も露顕し
、したがって、欠陥のある電気光学媒体をディスプレイ内に積層することとともに、欠陥
のあるフロントプレーン積層体だけではなく、ディスプレイ全体を廃棄するために生じる
コストを回避する。
【００２４】
　前述の米国特許第６，９８２、１７８号はまた、剥離シート上に静電気を生じさせ、し
たがって、電気光学媒体上に像を形成することによって、フロントプレーン積層体内の電
気光学媒体を試験するための第２の方法を説明する。次いで、本像は、前述と同様に、観
察され、電気光学媒体内のいかなる瑕疵も検出する。
【００２５】
　そのようなフロントプレーンラミネートを使用した電気光学ディスプレイの組立は、剥
離シートをフロントプレーンラミネートから除去し、接着剤層をバックプレーンに接着さ
せるのに効果的な条件下で接着剤層をバックプレーンに接触させ、それによって、接着剤
層、電気光学媒体の層、および導電性層をバックプレーンに固定することによって達成さ
れてもよい。このプロセスは、フロントプレーンラミネートが、典型的にはロールからロ
ールへのコーティング技術を使用して大量生成され、次に、特定のバックプレーンとの使
用に必要とされる任意のサイズの片に切断されてもよいため、大量生成に非常に適してい
る。
【００２６】
　米国特許第７，５６１，３２４号は、いわゆる二重剥離シートを説明しており、これは
、本質的には、前述の米国特許第６，９８２，１７８号のフロントプレーンラミネートの
単純化された変形である。二重剥離シートの１つの形態は、２つの接着剤層間に挟まれた
固体電気光学媒体の層を備え、接着剤層の一方または両方は、剥離シートによって被覆さ
れる。二重剥離シートの別の形態は、２つの剥離シート間に挟まれた固体電気光学媒体の
層を備える。二重剥離フィルムのどちらの形態も、すでに説明されたフロントプレーンラ
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ミネートから電気光学ディスプレイを組み立てるためのプロセスに概して類似するプロセ
スにおける使用を意図されるが、２つの分離したラミネート加工を含み、典型的には、第
１のラミネート加工において、二重剥離シートはフロントプレーン電極にラミネート加工
されて、フロントプレーン組み立て部品を形成し、次に、第２のラミネート加工において
、フロントプレーン組立部品は、バックプレーンにラミネート加工されて、最終的なディ
スプレイを形成するが、但し、これらの２つのラミネート加工の順序は所望により逆転さ
れ得る。
【００２７】
　米国特許第７，８３９，５６４号は、いわゆる反転されたフロントプレーンラミネート
を説明しており、これは、前述の米国特許第６，９８２，１７８号に説明されるフロント
プレーンラミネートの変形である。この反転されたフロントプレーンラミネートは、光透
過性保護層および光透過性導電性層のうちの少なくとも１つ、接着剤層、固体電気光学媒
体の層、ならびに剥離シートを順に備える。この反転されたフロントプレーンラミネート
は、電気光学層とフロント電極またはフロント基材との間にラミネート加工接着剤の層を
有する電気光学ディスプレイを形成するために使用され、第２の、典型的には薄接着剤の
層が、電気光学層とバックプレーンとの間に存在してもよく、または存在しなくてもよい
。そのような電気光学ディスプレイは、良好な解像度と良好な低温性能とを組み合わせる
ことができる。
【００２８】
　光変調器は、電気光学媒体のための潜在的に重要な市場を提示する。建物および車両の
エネルギー性能がますます重要になるにつれて、電気光学媒体は、窓上のコーティングと
して使用され（天窓およびサンルーフを含む）、窓を通して透過される入射放射の割合が
、電気光学媒体の光学状態を変動させることによって電子的に制御されることを可能にす
ることができる。建物におけるそのような「可変透過性」（「ＶＴ」）技術の効果的実装
は、（１）暑い気温の間の望ましくない加熱効果の低減、したがって、冷却のために必要
とされるエネルギーの量、空調装置のサイズ、およびピーク電気需要の低減、（２）自然
日光の使用の増加、したがって、照明およびピーク電気需要のために使用されるエネルギ
ーの低減、ならびに（３）温度および視覚的快適性の両方を増加させることによる居住者
の快適性の増加を提供することが予期される。さらに優れた利点として、自動車では、ガ
ラスで覆われた表面と封入体積の比率が典型的建物を有意に上回る場合が生じることが予
期されるであろう。具体的には、自動車におけるＶＴ技術の効果的実装は、前述の利点だ
けではなく、また、（１）自動車利用の安全性の増加、（２）グレアの低減、（３）ミラ
ー性能の向上（ミラー上の電気光学コーティングを使用することによって）、ならびに（
４）注意喚起ディスプレイを使用する能力の増加を提供することが予期される。ＶＴ技術
の他の潜在的用途は、プライバシーガラスおよび電子デバイスにおけるグレア保護を含む
。
【００２９】
　電気泳動および類似双安定性電気光学ディスプレイ媒体は、これまで、主に、電子書類
リーダ（Ｅブックリーダ）において使用されており、いくつかの使用は、フラッシュドラ
イブ、ポータブルコンピュータ、タブレットコンピュータ、携帯電話、スマートカード、
標識、腕時計、棚ラベル、および可変透過窓等の電子記憶媒体におけるものであった。し
かしながら、電気泳動および類似双安定性電気光学ディスプレイ媒体の低電力要件、可撓
性、および軽量は、多数の他の用途、特に建築、家具、および関連用途においても有用と
なる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００３０】
【特許文献１】米国特許第７，１７０，６７０号明細書
【特許文献２】米国特許第５，８０８，７８３号明細書
【特許文献３】米国特許第７，３２１，４５９号明細書
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【特許文献４】米国特許第６，８６６，７６０号明細書
【特許文献５】米国特許第６，６７２，９２１号明細書
【特許文献６】米国特許第５，８７２，５５２号明細書
【特許文献７】米国特許第７，３３９，７１５号明細書
【特許文献８】米国特許第６，９８２、１７８号明細書
【特許文献９】米国特許第７，５６１，３２４号明細書
【特許文献１０】米国特許第７，８３９，５６４号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００３１】
　一側面では、本発明は、タイルであって、順番に、光透過性正面層と、少なくとも１つ
の正面電極と、タイルの色を変化させることが可能な電気光学層と、複数の背面電極とを
備え、正面層の露出表面は、タイルの平面に対して複数の傾きを有する複数の面を提供す
るようにテクスチャ加工され、複数の背面電極は、正面層の各面内に位置する少なくとも
１つの電極を提供する、タイルを提供する。
【００３２】
　本発明のこれらのタイルは、壁、天井、もしくは他のタイルとして使用されてもよい、
または画面、仕切り、または類似デバイス内で使用されてもよい。代替として、タイルは
、テーブル上部、椅子、カウンタ上部、ドア、およびキャビネットを含む、家具および建
築付属品の表面上または内に搭載されてもよい。
【００３３】
　本発明のタイルでは、面の少なくともいくつか（すなわち、１つまたはそれを上回る）
、好ましくは、大部分は、電気光学層およびタイル自体の平面と平行にはない。いくつか
の面をこのように「傾ける」ことは、関心を引く視覚的効果の生成を補助し、また、面自
体と背面電極との間の任意の不整合の効果を低減させる。個々の面自体は、厳密に平面で
ある必要はない。すなわち、平坦または外向きに凸状もしくは凹状であってもよい。実際
、関心を引く視覚的効果は、面を若干外向きに凹状にすることによって生成されることが
できる。特に、高出力光下では、そのような凹状面は、実際のディスプレイ表面に加え、
面が、ディスプレイの実際の表面の表面に１つと、ディスプレイの見掛け上の背後に１つ
の画像を提供する、三平面ディスプレイの錯覚を提供することができる。同様に、隣接す
る面間の遷移が、鋭的縁ではなく、湾曲面積の形態であり得る可能性も除外されない。
【００３４】
　図面に図示され、以下に論じられるように、面は、望ましくは、サイズおよび形状の両
方で変動するが、望ましくは、面の大部分は、多角形、好ましくは、４～８つの頂点を有
する、不規則多角形の形態である。本発明は、主に、２つのみの色を有する電気光学媒体
を参照して以下に説明されるが、より多くの色を有する電気光学媒体が、使用されてもよ
い。特に、黒、白、および１つまたは２つの他の色（典型的には、赤および黄の一方また
は両方）を表示可能である３つおよび４つの色媒体が、公知であって、本タイルにおいて
有用に採用され得る。
【００３５】
　本発明のタイルでは、複数の背面電極は、正面層の面のそれぞれ内に位置する、少なく
とも１つの電極を提供する。ある形態のタイルでは、背面電極は、正面層の面と実質的に
同一サイズおよび形状であってもよい。そのような配列は、その上に搭載される電極を有
する印刷回路基板の形態のバックプレーンを有することによって提供されてもよい。代替
として、スクリーン印刷バックプレーンが、使用され得る。しかしながら、各面の背後に
単一電極のみが存在することは、不可欠ではない。例えば、アクティブマトリクスバック
プレーンが、行および列の通常のマトリクスに配列される電極と併用されてもよい。その
ようなアクティブマトリクスバックプレーンは、刻面正面層と組み合わせて、関心を引く
光学効果を生成するために使用されてもよい。代替として、そのようなアクティブマトリ
クスバックプレーンは、正面層の単一面内にある全電極が、同一電位に維持され、全ての
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これらの電極が、本質的に、単一面の形状を有する単一「仮想電極」を形成するように駆
動されてもよい。商業生産では、そのようなアクティブマトリクスバックプレーンと、仮
想電極の任意の所望のパターンを正面層の面の任意の所望のパターンに対応して画定可能
なコントローラの併用は、それぞれ、あるタイプの正面層上の面パターンに対応する電極
のセットを有する、複数のタイプのバックプレーンの生産より経済的であり得る。
【００３６】
　１つを上回るピクセル電極が単一面の背後に提供され得る、他の方法も存在する。特に
、（一般的場合におけるように）個々のタイルが、正方形または長方形である場合、ある
タイルの縁上の面が、次のタイルの隣接する縁上の面と整合し、隣接するタイル上の２つ
の面が、事実上、単一「複合」面を形成するように面を配列することは、有利であり得る
。この目的を達成するために、面の配列は、タイルが同一面パターンを有する他のタイル
によって囲繞されると、隣接する面を分割する線のうちの少なくともいくつかは、隣接す
るタイル間の継目を横断して途切れずに継続するようなものであってもよい。当然ながら
、本複合面は、２つの別個のタイル上の隣接する２つの別個のピクセル電極となるであろ
うが、これらの２つのピクセル電極が、常時、その個別の共通電極に対して同一電位のま
まであって、複合面の２つの部分が、単一面として現れ、したがって、隣接するタイル間
の直線を視覚的に「分断」し、（多数の隣接するタイル間の縁にわたって繰り返されると
）離散タイルのアセンブリではなく、色変化パネルの連続シートの印象を与えるように、
タイルの駆動を配列することが有利である。同様に、長方形タイルの角における４つの面
が、単一複合面を形成するように配列されることが有利である。
【００３７】
　電気光学媒体は、直接、バックプレーン上に積層されてもよい。
【００３８】
　すでに示されるように、別の側面では、本発明は、そこに固定される、またはその中に
埋設される、建築表面の色を変化させることが可能な電気光学層を有する、壁、天井、床
、一式の家具または建築表面（全て、以降、便宜上、「建築表面」と称されるであろう）
を提供する。そのような可変色建築表面のある形態は、従来のタイルのための直接置換物
として使用され得る、タイル（壁、天井、または他のタイルであってもよい）を備える。
そのようなタイルは、光透過性（好ましくは、本質的に、透明）正面層、正面電極、電気
光学層、およびバックプレーンを備えてもよい。そのようなタイルのある形態では、ポリ
マー層は、複数の面を提供するようにテクスチャ加工され、バックプレーンは、ポリマー
層上の面と整合される区画（ピクセル電極）を有する、直接駆動タイプである。バックプ
レーンは、その上に搭載される区画を有する、印刷回路基板の形態であってもよい。電気
光学媒体は、直接、印刷回路基板バックプレーン上に積層されてもよい。
【００３９】
　天井タイルとしての使用のために意図される、本発明のタイルは、星空または類似パタ
ーンを表示してもよく、発光性または燐光性であってもよい。代替として、タイルは、大
型ディスプレイの単一ピクセルとして作用してもよい。そのようなディスプレイは、人を
具体的面積または目的地へ導く経路を提供してもよく、例えば、タイルは、緊急状況にお
ける避難用インジケータとして機能してもよい、またはタイルは、装飾壁を形成するため
に使用されてもよい。
【００４０】
　天井タイルとしての使用のための意図される、本発明のタイルは、星空または類似パタ
ーンを表示してもよく、発光性または燐光性であってもよい。代替として、タイルは、大
型ディスプレイの単一ピクセルとして作用してもよい。そのようなディスプレイは、人を
具体的面積または目的地へ導く経路を提供してもよく、例えば、タイルは、緊急状況にお
ける避難用インジケータとして機能してもよい、またはタイルは、装飾壁を形成するため
に使用されてもよい。
【００４１】
　別の側面では、本発明は、マーカで書き込まれることが可能な書込可能表面と、書込可
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能表面を通して視認可能な電気光学層とを有する、可変色書込可能ボードを提供し、電気
光学層は、少なくとも２つの異なる色を表示可能であって、それによって、書込可能ボー
ドの外観が変化されることを可能にする。典型的には、そのような可変色書込可能ボード
は、手動で動作可能な切替手段を具備し、ユーザが、電気光学層によって表示される色を
選択することを可能にするであろう。例えば、ボードは、白または黒および／または一連
の色の任意の１つに作製されてもよい。
【００４２】
　書込可能ボードは、市販の、例えば、ホワイトボード、黒板、チョークボード、および
マーカボードとして市販されている。そのようなボードの以前の商業用変形例は、ユーザ
が、能動的に、背景色を電子的に変更させることができないような静的なものである。ボ
ード上に書き込まれる情報は、消しゴムを使用して消去されることができる。
【００４３】
　用語「マーカ」は、ユーザが書込可能ボード上に書き込むことを可能にする、デバイス
を指す。マーカは、ある色の光のみを吸収する、減法着色剤と、光の全波長を散乱させる
、光散乱媒体の混合物である、加法着色剤を分散させる。（黒板上での使用のための白マ
ーカは、単に、任意の着色剤を伴わずに、光散乱媒体を備えてもよい。）「消しゴム」は
、マーカによって書込可能ボード上に堆積される加法着色剤の層を除去する、デバイスで
ある。本除去は、加法着色剤材料を掻爬もしくは払拭することによって、または消しゴム
を含む材料上に移送することによって遂行される。
【００４４】
　別の側面では、本発明は、ユーザをある面積内の複数の場所のうちの選択された１つに
誘導する方法であって、
面積内の複数の場所において、少なくとも２つの異なる方向インジケータを表示可能であ
る可変方向標識を提供するステップと、
ユーザに、選択された場所を識別する情報を含有するポータブルトークンを提供するステ
ップと、
１つの可変方向標識が、選択された場所を識別する情報の少なくとも一部を受信し、それ
によって、１つの可変方向標識に、ユーザを選択された場所に誘導するために適切な方向
インジケータを表示させるように、ポータブルトークンを可変方向標識のうちの１つに隣
接させるステップと、
を含む、方法を提供する。
【００４５】
　本方法では、トークン（便宜上、クレジットカードまたはホテルキーサイズのデバイス
の形態であることができる）と可変方向インジケータ（標識）との間の情報伝達は、直接
物理的接触によってもたらされてもよいが、ＲＦＩＤまたは類似非接触技術の使用も、概
して、好ましいであろう。
【００４６】
　最後に、別の側面では、本発明は、複数の行および複数の列に配列された複数の色変化
モジュールであって、各モジュールは、少なくとも２つの異なる色を表示するように配列
され、それ自体の上方または下方の行内の少なくとも１つのモジュールに枢動可能に接続
され、また、同一行内の少なくとも１つのモジュールに枢動可能に接続される、モジュー
ルと、モジュールを床の上方または天井の下方に支持するように配列される、支持手段と
、少なくともいくつかのモジュールが他のモジュールのものと異なる時間に色を変化させ
るように、モジュールを制御するように配列される、制御手段とを備える、間仕切りを提
供する。
　本明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　タイル（１００）であって、順番に、
　光透過性正面層（１０２）と、
　少なくとも１つの正面電極と、
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　前記タイル（１００）の色を変化させることが可能な電気光学層（１０４）と、
　複数の背面電極と、
　によって特徴付けられ、前記正面層（１０２）の露出表面は、前記タイル（１００）の
平面に対して複数の傾きを有する複数の面を提供するようにテクスチャ加工され、前記複
数の背面電極は、前記正面層の各面内に位置する少なくとも１つの電極を提供する、タイ
ル。
（項目２）
　前記面の大部分は、前記電気光学層の平面と平行にない、項目１に記載のタイル。
（項目３）
　前記面のうちの少なくとも１つは、外向きに凹状である、項目１に記載のタイル。
（項目４）
　前記面の大部分は、４～８つの頂点を有する不規則多角形の形態である、項目１に記載
のタイル。
（項目５）
　前記面の配列は、前記タイルが同一面パターンを有する他のタイルによって囲繞される
と、隣接する面を分割する線のうちの少なくともいくつかが、隣接するタイル間の継目を
横断して途切れずに継続するようなものである、項目１に記載のタイル。
（項目６）
　バックプレーンは、複数の離散電極の形態を有し、前記複数の離散電極の各々は、前記
正面層の面のうちの１つと実質的に整合される、項目１に記載のタイル。
（項目７）
　前記バックプレーンは、複数の行および複数の列で配列される電極のマトリクスを有す
る、アクティブマトリクスバックプレーンである、項目１に記載のタイル。
（項目８）
　前記アクティブマトリクスバックプレーンは、フロントプレーンの単一面内にある前記
バックプレーン電極の実質的に全てが同一電位に維持されるように配列される、コントロ
ーラを具備する、項目７に記載のタイル。
（項目９）
　タイル（１００）であって、順番に、
　光透過性正面層（１０２）と、
　少なくとも１つの正面電極と、
　前記タイル（１００）の色を変化させることが可能な電気光学層（１０４）と、
　複数の背面電極と、
　によって特徴付けられる、タイル。
（項目１０）
　マーカで書き込まれることが可能な書込可能表面と、前記書込可能表面を通して視認可
能な電気光学層とを有する、可変色書込可能ボードであって、前記電気光学層は、少なく
とも２つの異なる色を表示可能であって、それによって、前記書込可能ボードの外観が変
化されることを可能にする、可変色書込可能ボード。
（項目１１）
　手動で動作可能な切替手段を具備し、ユーザが、前記電気光学層によって表示される色
を選択することを可能にする、項目１０に記載の可変色書込可能ボード。
（項目１２）
　前記電気光学層は、黒および白を表示可能である、項目１０に記載の可変色書込可能ボ
ード。
（項目１３）
　前記電気光学層は、黒、白、および少なくとも１つの他の色を表示可能である、項目１
２に記載の可変色書込可能ボード。
（項目１４）
　前記電気光学層と前記書込可能表面との間に配置される保護層をさらに備える、項目１
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０に記載の可変色書込可能ボード。
（項目１５）
　前記電気光学層と前記保護層との間に配置される光学結合層をさらに備える、項目１４
に記載の可変色書込可能ボード。
（項目１６）
　ユーザをある面積内の複数の場所のうちの選択された１つに誘導する方法であって、
　前記面積内の複数の場所において、少なくとも２つの異なる方向インジケータを表示可
能である可変方向標識を提供するステップと、
　前記ユーザに、前記選択された場所を識別する情報を含有するポータブルトークンを提
供するステップと、
　前記１つの可変方向標識が、前記選択された場所を識別する情報の少なくとも一部を受
信し、それによって、前記１つの可変方向に、前記ユーザを前記選択された場所に誘導す
るために適切な方向インジケータを表示させるように、前記ポータブルトークンを前記可
変方向標識のうちの１つに隣接させるステップと、
　を含む、方法。
（項目１７）
　複数の行および複数の列に配列された複数の色変化モジュールであって、各モジュール
は、少なくとも２つの異なる色を表示するように配列され、それ自体の上方または下方の
行内の少なくとも１つのモジュールに枢動可能に接続され、また、同一行内の少なくとも
１つのモジュールに枢動可能に接続される、モジュールと、前記モジュールを床の上方ま
たは天井の下方に支持するように配列される、支持手段と、少なくともいくつかのモジュ
ールが他のモジュールのものと異なる時間に色を変化させるように、前記モジュールを制
御するように配列される、制御手段と、を備える、間仕切り。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】図１は、主に、壁タイルとして使用するために意図される、本発明のタイルの分
解等角図である。
【図２】図２は、図１に示されるタイルのポリマー層の正面図である。
【図３】図３は、正面から１つの側への図２に示されるポリマー層の等角図である。
【図４】図４は、正面から、上方、そして１つの側へと見た本発明の書込可能ボードの概
略分解４／３図である。
【図５】図５は、本発明の間仕切りの立面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　前述のように、本発明は、電気光学ディスプレイを利用する、種々のデバイスを提供す
る。種々のタイプのデバイスが、主に、以下に別個に説明されるであろうが、単一の物理
的デバイスが本発明の１つを上回る側面を利用してもよいことを理解されたい。例えば、
本発明の可変色壁は、本発明の可変色マーカボードおよび／または本発明の可変方向標識
を組み込み得る。
【００４９】
　可変色タイル
【００５０】
　すでに述べられたように、一側面では、本発明は、光透過性（好ましくは、本質的に、
透明）ポリマー層、正面電極、電気光学層およびバックプレーンを備える、タイルを提供
し、ポリマー層は、複数の面を提供するようにテクスチャ加工され、タイルはさらに、ポ
リマー層上の面と整合される区画（ピクセル電極）を有する、直接駆動タイプのバックプ
レーンを備える。バックプレーンは、その上に搭載される区画を有する、印刷回路基板の
形態であってもよい。電気光学媒体は、直接、印刷回路基板バックプレーン上に積層され
てもよい。
【００５１】
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　色が部屋内の人の気分に大きく影響を及ぼすことは、周知である。青および青白色は、
部屋をより冷たく感じさせ、人々をより警戒させ、黄および赤色は、より暖かい傾向とな
り、よりリラックスした感じをもたらす。ホテル、会議場等の公共施設の場所は、これら
の色の効果を十分に把握しており、多くの場合、その色が使用されている施設のイベント
のタイプに応じて変動され得るように照明を配列する。本発明のタイルは、実際の着色壁
、間仕切り、および他の表面が所望に応じて変化されることを可能にすることによって、
本雰囲気の変更をさらに発展させることができる。加えて、本タイルは、静的塗料または
照明から容易に利用可能ではない効果を提供することができる。例えば、タイルは、壁を
横断してゆっくりと移動する色の波紋、または種々の面が色変化を被るにつれて関心を引
く「キラキラ輝く」効果を表示することができる。ある場合には、例えば、ナイトクラブ
では、タイルの色またはそのような色の変化率は、再生されている音楽の雰囲気に合致す
るように動的に変化され得る。例えば、実質的壁面積を被覆する大型の白／赤ディスプレ
イの場合（同様に、他の色に対しても）、中間色の使用を伴わない、壁を横断する赤およ
び白帯の高速シフトは、激しく、「エッジの効いた」雰囲気をもたらし、おそらく、ラッ
プ音楽が再生されているときに適切となるであろう一方、白から赤への特定のピクセルの
遷移を緩やかにするために適用される、多数の中間濃淡を伴う、ディスプレイを横断する
帯のはるかにゆっくりで、より漸進的流れは、はるかにリラックスした雰囲気をもたらす
であろう。
【００５２】
　正面層の面間の仕切りがバックプレーン電極間の仕切りを隠すために使用され得る様式
は、すでに前述された通りである。面間の仕切りの慎重な配列はまた、同様の隠蔽目的、
例えば、タイル間のまたは隣接するバックプレーン間の間隙を隠す（または少なくとも、
その影響を低減させる）ために使用されてもよい。同様に、仕切りとの間の面間の仕切り
の慎重な操作は、タイル内の可視搭載用固定具または開口を隠蔽するために使用されても
よい。
【００５３】
　本発明のタイルの具体的実施形態が、ここで、付随の図面を参照してより詳細に説明さ
れるが、これは、例証にすぎない。
【００５４】
　図１は、本発明のタイル（主に、壁タイルとしての使用のために意図され、概して、１
００として指定される）の分解等角図である。タイル１００は、図２および３を参照して
以下により詳細に論じられ、電気泳動ディスプレイモジュール１０４の平坦正面表面と光
学接触する平坦背面表面を有する、透明成形正面プレート１０２を備える。光学的にクリ
アな接着剤の使用を含む、正面プレート１０２およびディスプレイモジュール１０４上の
もの等の２つの平面表面間に良好な光学接触を確立するための方法は、光学の当業者に周
知であって、例えば、前述の米国特許第６，９８２，１７８号に説明されている（特に、
図２０および関連説明参照）。
【００５５】
　ディスプレイモジュール１０４の内部詳細は、明確にするために、図１から省略されて
いる。しかしながら、ディスプレイモジュール１０４は、実質的に、前述の米国特許第６
，９８２，１７８号に説明されるようなものであって、正面プレート１０２から順番に、
（ａ）ディスプレイモジュール１０４全体を横断して延在する、連続の実質的透明正面電
極を担持する、実質的透明正面（典型的には、ポリマーであるが、ガラスおよび他の類似
材料も、使用されてもよい）層（正面層および正面電極は、市販のテレフタル酸ポリエチ
レンフィルムから形成されてもよい）と、
（ｂ）カプセル化された赤／白電気泳動媒体の層と、
（ｃ）積層接着剤の層と、
（ｄ）    複数の離散ピクセル電極を支承する、バックプレーン（以下により詳細に論じ
られる）と、
を備えてもよい。
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【００５６】
　ディスプレイモジュール１０４は、縁コネクタ１０８と、シャーシ１０６を通して完全
に延在する、伸長開口１１０とを具備する、構成要素シャーシ１０６上に搭載される。シ
ャーシ１０６自体は、それを通してねじ１１６が、搭載プレート１１２を壁もしくは他の
表面または一連の平行ストリップを備える壁ラック上に保持するために挿入されることが
できる、各角に円筒形ボア１１４を具備する、搭載プレート１１２上に搭載される。１つ
またはそれを上回るタイル１００のためのディスプレイコントローラとして作用する、印
刷回路基板１１８が、搭載プレート１１２の中心に搭載され、電気コネクタ（図示せず）
が、ボード１１８から開口１１０を通してディスプレイモジュール１０４のピクセル電極
（各ピクセル電極に印加される電圧が個々に制御され得るように）および縁コネクタ１０
８のそれぞれに延在する。ボード１１８は、複数のタイル１００もしくはさらに壁ディス
プレイ全体のためのコントローラとして作用してもよい、または単に、１つのタイルを制
御してもよく、縁コネクタ１０８は、タイミング信号をパスし、種々のタイルの切替を同
期させるために使用される。正面プレート１０２、ディスプレイモジュール１０４、シャ
ーシ１０６、および搭載プレート１１２はそれぞれ、１２インチ（３０５ｍｍ）正方形で
ある。
【００５７】
　図２は、１つの面１２２がハイライトされた正面プレート１０２の正面図であって、図
３は、正面から１つの側への正面プレート１０２の等角図である。正面プレート１０２は
、すでに述べられたように、１２インチ（３０５ｍｍ）正方形および約３／１６～５／１
６インチ（約５－８ｍｍ）厚である。正面プレート１０２は、便宜上、透明ポリマー、例
えば、ポリ（メチルメタクリレート）の射出成形によって形成される。図３に最良に見ら
れるように、正面プレート１０２は、平坦背面表面１２４を有する一方、図２に最良に見
られるように、その正面表面１２６（図３）は、それぞれ、４～７つの頂点を有する、多
数の本質的に多角形の面に分割され、それぞれ、ディスプレイモジュール１０４の平面と
正確に平行とならないように傾斜される。図３に示されるように、面は、前述の理由から
、正確に平面ではなく、若干外向きに凹状である。ピクセル電極は、単一ピクセル電極が
フロントプレーン１０２の各面の背後にあるように配列される。
【００５８】
　図２に見られ得るように、正面プレート１０２上の面の配列は、タイル１００が、同一
パターンの他のタイルによって、同一配向に囲繞されると、隣接する面を分割する線が、
隣接するタイル間の継目を横断して途切れずに継続し、各隣接する縁上に１つずつの２つ
の面が、事実上、単一ユニットとして切り替えられる、複合面を形成し、したがって、タ
イルが、動作時、色変化を被るとき、タイル間の継目を本質的に不可視にし、単一連続デ
ィスプレイの印象を与えるように慎重に選定される。具体的には、対の面１２８Ａ／Ｂ、
１３０Ａ／Ｂ、１３２Ａ／Ｂ、１３４Ａ／Ｂ、１３６Ａ／Ｂ、１３８Ａ／Ｂ、１４０Ａ／
Ｂ、１４２Ａ／Ｂ、１４４Ａ／Ｂ、１４６Ａ／Ｂ、および１４８Ａ／Ｂは全て、そのよう
な複合面を形成する一方、（図２からは見えにくいが）４つの角面１５０Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ
はともに、４要素複合面を形成する。
【００５９】
　すでに示されたように、本発明のタイルは、種々の方法で駆動されてもよい。例えば、
タイルの長方形アレイを備えるパネルは、ある色の固体ブロックとして開始してもよく、
次いで、個々のピクセル電極は、第２の色の帯がディスプレイを横断して不規則様式で進
行するように、第２の色に一度に１つずつ切り替えられる（但し、複合面と関連付けられ
た対またはより大きい数のピクセル電極は、同時に切り替えられる）。最終的に、パネル
全体が、第２の色となってもよい。代替として、パネルの実質的部分が第２の色に駆動さ
れた後、第１の色の帯が、２つの色の交互帯がパネルを横断して相互に追従し得るように
、第２の色が「出現」した縁から現れるように開始してもよい。いずれの場合も、以前に
記載されたように、視覚的効果は、帯が進行する速度と、色の中間レベルが２つの色間の
遷移を拡散させるために使用されるかどうかとを変化させることによって、著しく改変さ
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れることができる。さらに可能性として、ピクセルの大部分を同一（背景）色に保ち、ご
く一部のピクセルを他の色にランダムに切り替え、次いで、再び戻すことによる、「キラ
キラ輝く」効果と、同様に、ピクセルの大部分が、背景色に保たれるが、種々の点におい
て、２ピクセル「蛍」がランダムダンスをパネルの周囲で実行するように現れるように、
第１および第２の隣接するピクセルが、第２の色に切り替えられ、次いで、第２の色に隣
接する第３のピクセルが、第２の色に切り替えられる一方、第１のピクセルが、背景色に
戻される、「蛍」効果とを含む。他の駆動方法も、当然ながら、使用されてもよく、駆動
方法の付加的融合も、２つを上回る色が利用可能である場合、可能性として考えられる。
【００６０】
　可変色書込可能ボード
【００６１】
　すでに述べられたように、一側面では、本発明は、書込可能ボードに電気光学色変化背
景を提供する。放射性および反射性の両方の種々の電気光学材料が、そのようなボードに
おいて使用されてもよいが、反射媒体が、概して、好ましい。例えば、有機発光ダイオー
ド（ＯＬＥＤ）、カプセル化液晶、例えば、ポリマー分散液晶、およびエレクトロクロミ
ック媒体は全て、本発明において使用されてもよいが、しかしながら、好ましい実施形態
は、カプセル化されたポリマー分散またはマイクロセル電気泳動画像化媒体を使用する。
本発明の可変色書込可能ボードでは、従来のホワイトボードまたは黒板における反射また
は吸収性層は、電気光学媒体の層によって置換され、加法着色剤（減法着色剤および高散
乱媒体）から成るマーキング媒体が、ディスプレイの露出表面に適用される。
【００６２】
　ユーザが白またはカラーにすることができる、書込ボードを生成することによって、ユ
ーザは、以前は別個のボードにおいてのみ利用可能であった特性を選定する柔軟性が与え
られる。可変色書込可能ボードは、黒板のより高いコントラストおよび触知フィードバッ
ク機能が所望されるとき、黒板（チョークボード）として使用される、またはユーザが、
双方向投影を介して情報を表示する（すなわち、ボードを投影画面として使用する）こと
を所望する、もしくはカラー書込の鮮やかさを増加させることを模索する場合、ホワイト
ボードとして使用されることができる。
【００６３】
　保護層（光透過性、好ましくは、透明材料の層）が、電気光学層と視認／書込表面との
間に設置され、電気光学層を機械的または他の損傷から保護してもよい。保護層は、書込
可能層自体であってもよい、または電気光学層と書込可能層との間に配置される別個の層
であってもよい。ディスプレイの視認／書込表面は、表面処置（粗面化）され、加法着色
剤が、マーカから容易に堆積されることを可能にしてもよい。代替として、前述の米国特
許第６，９８２，１７８号に説明されるフロントプレーン積層に類似する電気光学フィル
ムが、本発明において、好適なバックプレーンおよび電気光学フィルムと書込表面との間
に設置される保護層と併用され、損傷および／または掻爬から保護してもよい。
【００６４】
　「光学結合層」（光損失を低減させるために選定される材料の層）が、電気光学層と保
護層との間に、または電気光学フィルムが採用される場合、電気光学フィルムと保護層と
の間に設置され、２つの表面間の光損失を低減させてもよい。
【００６５】
　機械的支持構造（「デバイスフレーム」）が、書込可能ボードアセンブリをともに保持
し、それをユーザの選択肢の任意の建築表面（壁、ドア等…）に係留させるために使用さ
れてもよい。ディスプレイはまた、積層、フレームホルダ、ねじ（好ましくは、電気的に
非伝導性のねじ）、または他の公知の手段を介して、構造に取り付けられてもよい。
【００６６】
　図４は、本発明のある書込可能ボード概略分解図であって、可変色書込可能ボードの複
数の層を示す。第１の層（４０１）である電気光学フィルムは、ディスプレイの背面表面
に隣接して設置される。電気光学フィルムは、共通正面電極と、単一背面電極の形態であ
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り得る、バックプレーン、区画化された（直接駆動）バックプレーン（各区画は、区画の
電圧を制御するための個々の導体を具備する）、またはアクティブもしくはパッシブマト
リクスバックプレーンとを介して駆動されてもよい。（全タイプの電気光学媒体が、全タ
イプのバックプレーンと併用可能であるわけではない。）電気光学層は、可変色および反
射率の電気的に同調可能光学状態を達成可能なカプセル化された電気泳動媒体を含有する
。電気光学層の構築および所望のバックプレーンへのその積層は、当技術分野において公
知の技法を介して遂行されてもよい。層（４０１）はまた、バス（４０９）を有し、それ
によって、ディスプレイを駆動するために必要とされる回路への電気接続が、行われるこ
とができる。
【００６７】
　光学結合接着剤または光学的にクリアな接着剤から成る、光学結合層と称される第２の
層（４０２）が、第１の層（４０１）の上方に配置される。層（４０２）は、当技術分野
において公知の技法を使用して、第１の層（４０１）に取り付けられてもよい。第２の層
の目的は、第１の層と第３の層との間の光学損失を低減させることができる。
【００６８】
　保護層とも呼ばれる、第３の層（４０３）が、第２の層の上方に配置される。第３の層
の目的は、その下方の層を機械的に遮蔽することである。本層において使用される材料は
、当技術分野において周知である。ガラス、アクリル、およびポリカーボネートのような
材料が、マーカボード／チョークボード産業において広範に使用されている。第３の層の
表面は、加法着色剤を受容し、消しゴムを用いてその除去を可能にするように処理される
。第３の層はまた、裏面への印刷プロセスまたは転写を介して、装飾、審美的、または機
能的アクセントを生成するようにパターン化されてもよい。
【００６９】
　デバイスフレームとしても知られる、第４の層（４０４）が、第１、第２、および第３
の層の周囲に設置される。第４の層の目的は、デバイスを機械的に支持し、それを建築表
面に係留する手段を提供することである。そのようなフレームを構築する多数の方法が、
当技術分野において公知である。層はまた、具体的形状および形態を有し、装飾、審美的
、または機能的拡張を可能にしてもよい。本層はまた、電気光学層を駆動するために必要
とされる電気回路（４０８）を格納するための場所を有する。代替として、駆動回路自体
を収容する代わりに、本層は、データを遠隔駆動回路へまたはそこから中継するための有
線電気コネクタまたは無線接続デバイス（例えば、ＷｉｆｉまたはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（
登録商標）モジュール）を収容してもよい。フレームは、マーカ位置を捕捉するために必
要とされる、デジタル化デバイス（当技術分野において公知）と、情報をボード上に表示
するための双方向プロジェクタとを格納してもよい。マーカ（４０５）は、第３の層上に
移送し、ユーザの選択肢の書込を生成することができる、加法着色剤のディスペンサから
成る。いくつかの市販の技術は、本役割を充足することができる。例えば、「Ｃｈａｌｋ
　Ｉｎｋ」等によって製造されるチョークが、本目的のために使用されてもよい。マーカ
もまた、電子デジタル化ソリューションの一部であってもよい。そのようなソリューショ
ンは、当技術分野において公知である。消しゴム（４０６）は、スポンジ材料から成る。
本デバイスは、マーカによって第３の層から分注された加法着色剤を除去するために使用
されることができる。これを達成する多くの手段が、当技術分野において公知である。
【００７０】
　図４に示されるボードは、所望の審美的パターンまたは装飾転写を第３の層（４０３）
の裏面に設置し、当技術分野において公知の任意の手段を使用して、第１（４０１）、第
２（４０２）および第３（４０３）の層をともに接着し、第１の層（４０１）を駆動電子
機器に電気的に接続し、電子機器を第４の層（４０４）内に格納することによって、組み
立てられてもよい。
【００７１】
　代替として、第５の層（４０７）が、第１の層（４０１）の背後に追加されてもよい。
本層の目的は、所望に応じて、機械的支持または付加的特性を追加することである。例え
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ば、第５の層（４０７）は、第１の層の背後に設置され、当技術分野において公知の磁気
ボードと関連付けられた付属品を磁気的に取り付けるための磁気特性もまた有する、書込
可能ボードを生成する、鋼鉄層であってもよい。別の代替では、第１（４０１）、第２（
４０２）、第３（４０３）、第４（４０４）、および第５（４０７）の層内の一連の材料
は、デバイス全体が可撓性である、および／または湾曲表面上に成形されることができる
ようなものであってもよい。
【００７２】
　すでに述べられたように、第３の層はまた、裏面への印刷プロセスまたは転写を介して
、装飾、審美的、または機能的アクセントを生成するようにパターン化されてもよい。例
えば、第３の層の一部は、ボードが位置する施設の絵図標識（名称、略語、商標名、ロゴ
、印章、または紋章等）を表示するために使用されてもよい。しかしながら、さらなる可
撓性が、電気光学層自体の一部（例えば、ディスプレイの１つの角またはディスプレイの
１つの縁に沿った片）を使用して、所望の絵図標識を表示することによって達成されても
よい。テレビ放送から身近な公知のオーバーレイ技法が、ディスプレイの一部が絵図標識
のために確保され、ディスプレイの残りに伴って変化しないように、電気光学層の駆動回
路に適用されてもよい。代替として、駆動回路は、絵図標識を備えるピクセルが、周囲ピ
クセルに適用される色変化にかかわらず、一定のままである、またはピクセルを囲繞する
ものに適用される色変化にかかわらず、常時、周囲ピクセルと対比した色状態にあるよう
に配列されてもよい。これらの方法のいずれかにおける「電子絵図標識」の提供は、絵図
標識が異なるユーザに対応するように変化されることができるという重要な利点を有する
。例えば、会議場におけるボードは、任意の時間に開催される具体的会議またはイベント
のスポンサーと関連付けられた絵図標識を表示し得る。
【００７３】
　以下により詳細に論じられるように、電気光学媒体は、色が変動する恒久的または一時
的壁および類似構造（間仕切りおよび画面等）、天井、床、および家具の表面ならびに他
の建物付属品を提供するために有用に採用され得る。本発明の可変色書込可能ボードは、
本質的に、使用されないときは消失する、書込可能ボードを提供する可能性をもたらす。
書込可能ボードが、本質的に、周囲壁、画面、または他の表面（例えば、可変方向標識ま
たは書類棚の表面）と同一平面に搭載され、適切な駆動回路およびスイッチが提供される
場合、書込可能ボードは、使用されないとき、周囲表面と同一色変化を被ることができ、
したがって、その表面の一部であるように現れるであろう。書込可能ボードが、そういう
ものとして機能するように要求されるとき、スイッチが投入され、書込可能ボードが、次
いで、周囲表面から独立して機能する。
【００７４】
　他の建築および家具用途
【００７５】
　電気泳動および類似電気光学ディスプレイの軽量かつ低電力消費は、間仕切り、特に、
上方から懸架される間仕切りにおいて使用するために非常に好適なものにする。そのよう
な間仕切りは、タイル間の相対的移動を可能にするコネクタによって相互に接続される、
複数のタイルの形態を有してもよい。そのようなマルチタイル間仕切りは、視覚的に関心
を引く構成を可能にする。例えば、間仕切りが、線形レールから間隔を空けて懸架される
場合でも、仕切りは、蛇行または類似湾曲構成をとってもよい。
【００７６】
　電気光学ディスプレイは、懸架された彫刻およびモビールを含む、彫刻において特に有
用であり得る。色変化技術の提供は、特に、モビール彫刻の物理的移動と組み合わせられ
るとき、彫刻の審美的体験を大きく向上させることができる。
【００７７】
　本発明によって拡張され得る、家具表面は、テーブル上部、椅子、カウンタ上部、ドア
、およびキャビネットを含む。電気光学媒体が、公知の方法によって、家具の露出表面に
積層される、もしくは別様に取り付けられる、または電気光学媒体および関連付けられた
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電極を空洞内に設置し、空洞を重合性媒体で充填し、次いで、重合性媒体を、重合性媒体
を重合化させ得る熱または放射への暴露等の条件に曝し、それによって、電気光学媒体お
よび電極を光透過性ポリマーとともに埋め込む、公知の方法によって、物品、例えば、ド
ア、テーブル、またはキャビネット内に埋設されてもよい。代替として、電気光学媒体お
よび電極は、ガラスまたは他の光透過性材料の２つのシート間に積層されてもよい。書込
可能ボードと同様に、建築表面は、２つの表面間の光損失を低減させるために、光学結合
層を有用に組み込んでもよい。
【００７８】
　本発明による、電気光学ディスプレイの家具の中への組み込みは、改良された審美的外
観を提供するよりもはるかに多くを遂行することができる。すなわち、電気光学ディスプ
レイは、家具の機能を向上させることができる。例えば、コーヒーテーブル内への電気光
学ディスプレイの提供は、テーブル内の色変化を使用して関心を引く効果を可能にするだ
けではなく、また、テーブルがゲームテーブルとして機能することも可能にすることがで
きる。すなわち、テーブルの上側表面は、ゲームボード、例えば、チェス／チェッカー、
バックギャモン、またはクリベッジを表示し得る。そのようなテーブルは、特に、タッチ
感知能力を具備する場合、ゲームのためのボードより多くを提供し得ることに留意された
い。すなわち、テーブルはまた、ゲームのコマを表示し、それらが移動されることを可能
にし得る。レストランのテーブルは、メニューおよびワインリストを表示し得る。椅子の
アームは、テレビおよび／または他の電子デバイスのための遠隔コントローラとして作用
するための赤外線エミッタの表示を具備してもよい。
【００７９】
　電気光学媒体が良好に適合される別の使用は、情報共有である。通り、広場、公園、大
学のキャンパス、会議場、公会堂等の多くの公共空間は、方向および他の標識であふれて
おり、任意の場所において、多くの場合、その場所に不慣れな人々による明白な必要性が
存在する。多くのそのような標識は、有意な距離から容易に可読であるように、実質的サ
イズである必要がある。しかしながら、多くの大型の標識の存在は、多くの人々が不快と
見なす、「視覚的雑然性」を与える。さらに、多くの標識は、異なる情報を異なるユーザ
群に伝える必要がある。例えば、大学のキャンパスでは、大部分の学生がキャンパスの一
般的レイアウトに慣れており、学生がＳｍｉｔｈ’ｓ　Ｔｈｅａｔｅｒの場所を把握する
と合理的に仮定され得るため、特定の会議が（例えば）「Ｓｍｉｔｈ’ｓ　Ｔｈｅａｔｅ
ｒ」において行われていることを知らせるための標識で十分となり得る。しかしながら、
保護者がＰａｒｅｎｔｓ’　Ｗｅｅｋｅｎｄのためにキャンパスに訪れるときには、Ｓｍ
ｉｔｈ’ｓ　Ｔｈｅａｔｅｒの場所を把握できないであろうため、標識は、実際には、Ｓ
ｍｉｔｈ’ｓ　Ｔｈｅａｔｅｒの場所が強調されたキャンパスの地図を表示する必要があ
る。
【００８０】
　本発明による電気光学媒体を使用する標識は、従来の固定された方向および他の標識に
関する問題の多くを満たすことができる。即時に使用されないときは、標識は、（大抵は
）背景にとけ込む色に設定され、おそらく、ユーザが標識をアクティブ化するために押下
する、クエスチョンマークがマークされた小面積のみを残すことによって、目立たないよ
うにされることができる。標識は、次いで、多層化され、ユーザに所望される情報を示す
ように求め得る、メニューを表示し得る。数ページの表示される情報は、さらなる情報が
所望されるかどうか尋ねるプロンプトを含み得る。例えば、その日の会議および対応する
部屋のリストは、オプション「キャンパスの地図が必要ですか？」を含み得る。メニュー
はまた、ユーザのクラス（例えば、新入生、上級生、または保護者）を尋ね、本クラスに
応じて、表示されるページを変動させ得る。
【００８１】
　ユーザに応じて表示されるページをカスタマイズする能力は、ディスプレイが、ユーザ
によって携行されるポータブルトークン（例えば、搭乗券またはホテルの部屋の「鍵」）
からの情報を受信可能ないくつかのセンサを具備する場合、向上されることができる。標
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（登録商標）、または他の公知の技術によって容易に実施されることができる。例えば、
ホテル内の客または病院内の患者は、宿泊または診察されることになる部屋に対してカス
タマイズされたカードを発行されることができる。客／患者は、ホテル／病院の廊下を進
行するにつれて、カードを各廊下の交差点に見出される標識に近づけ、それに応じて、標
識は、進むべき方向を示すように変化する。
【００８２】
　密閉された空間のユーザに及ぼす色変化の効果は、前述された通りである。しかしなが
ら、建築表面上の色変化は、審美的目的より多くの役割を果たし得る。固定された着色壁
およびドアでは、多くの場合、建物のある面積が公共または選択された人々の群（例えば
、建設作業員）以外に対して閉鎖される必要があるとき、多数の標識を展開し、可能性と
して、安全テープで面積の境界線を引く必要がある。必要な標識およびテープを保管およ
び展開することは、労働集約的プロセスである。色変化壁およびドアの両方が提供される
場合、建物の面積は、（例えば）壁およびドアを赤色に設定し、「危険－関係者以外立入
禁止」または類似警告をドアに表示することによって閉鎖されることができる。
【００８３】
　以前に述べられたように、電気泳動および類似電気光学ディスプレイの軽量かつ低電力
消費は、間仕切り、特に、懸架された間仕切りにおいて使用するために非常に好適にする
。そのような仕切りは、タイル間の相対的移動を可能にするコネクタによって相互に接続
される、複数のタイルの形態を有してもよい。図５は、概して、５００として指定される
、そのような仕切りを図示する。間仕切り５００は、それぞれ、データおよび電力ケーブ
ルを格納する導管の形態であることができる、複数の支持体５０２によって、線形レール
（図示せず）から懸架される。（代替として、仕切りとのデータ通信は、無線伝送によっ
て行われてもよく、電力は、太陽電池によって内部で発生されてもよい。）仕切りは、そ
れぞれ、黄と白との間で切替可能である（かつ中間濃淡を表示可能である）、多数の平坦
な六角形モジュール５０４から成る。図５では見えにくいが、各六角形モジュール５０４
は、その２つの上側縁の中間点を通して通過する２つの垂直コネクタによって、上方から
支持され、これらの垂直コネクタは、相互に対して回転するように継合する、２つのモジ
ュールを可能にする。２つの類似垂直コネクタは、各モジュールが、モジュールを下方に
支持することを可能にする。各モジュール５０４はまた、その側縁を介して、両側のモジ
ュールに枢動可能に接続される。垂直コネクタは、データが、それらがリンクするモジュ
ール間で通過することを可能にする。コントローラ（図示せず）による種々のモジュール
の制御は、マスタ／スレーブ技法またはカスケード技法によるものであってもよい。コン
トローラは、ユーザによって選択され得るシーケンスが事前ロードされてもよい、または
プログラミングを変更／再ロードするようにアクティブに更新されてもよい。
【００８４】
　図５から分かるであろうように、支持体は線形レールから吊架するが、種々のモジュー
ル５０４間の可撓性接続は、間仕切り５００の全体的構成が、レールを含有する垂直平面
から逸脱することを可能にする。仕切り５００は、図５に示されるような蛇行構成または
異なる湾曲構成をとってもよく、構成の変化は、典型的には、手動でもたらされる。
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